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松本 浩和 ３号委員 幼稚園及び小中特別支援義務教育学校に在籍する幼児児童生徒の保護者

角谷 好枝 ４号委員 地域における教育の向上に資する活動を行う者 

冨家 薫 ４号委員 地域における教育の向上に資する活動を行う者 
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平成３０年５月  日 

 

市川市教育委員会 

教育長 田中庸惠 様 

 

市川市教育振興審議会 

会 長  天 笠  茂 

 

平 成 ２ ９ 年 度 の 教 育 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 管 理 及 び 

執行の状況についての点検及び評価について（答申(案)） 

 

平成３０年５月１４日付け市川第 20180425‐ 0031 号で市川市教育振興審

議会に諮問のあった標記の件について、当審議会において慎重に審議した結

果、次のとおり取りまとめたので、市川市教育振興審議会条例第２条の規定

に基づき答申いたします。 

 

記 

 

答  申 教育委員会が行った点検及び評価は、妥当である。 

ただし、次に掲げる施策については、参考となるデータも提示され

たい。 

   １  施策１－２－１ 確かな学力を育成する取り組みの推進 

   ２  施策１－４－２ 情報教育の推進 

 

また、点検及び評価の結果に関する報告書の記載に当たっては、以

下の事項に留意されたい。  

１ 市民への説明責任を果たし、本市教育の一層の推進を図るため、

成果指標で捉えた課題への対応の表し方を工夫すること  
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１  審議経過 

本審議会は、平成３０年５月１４日、教育委員会から「平成２９年度の

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に

ついて」諮問を受けた。 

この諮問は、教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（以下「地教行法」という。）第２６条第１項の規定に基づく平成２９年

度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点

検及び評価を行うに当たり、同条第２項の規定に基づき、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るため、教育委員会自らが行った点検及

び評価について、当審議会の意見を求めたものである。 

教育委員会が行った点検及び評価については、その結果を取りまとめた

「教育委員会点検・評価報告書（案）」の提示を受けたところであるが、

その方法は、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき定めた市川市にお

ける教育の振興のための施策に関する基本的な計画である「第２期市川市

教育振興基本計画」（平成２６年１月策定）を対象として、平成２９年度

重点事業を所管する課等が当該重点事業の点検を行った上、教育委員会事

務局が点検及び評価を行い、その後、教育委員会による点検及び評価が行

われたものであり、適切であると評価した。 

そこで、当審議会における調査審議は、「教育委員会点検・評価報告書

（案）」に記載された点検結果及び施策の評価を基に、教育委員会が行っ

た点検及び評価が妥当であるか否かを調査審議するとともに、今後の施策

の推進に関する意見を取りまとめることとした。 

そして、本日、本答申書のとおり答申するに至ったものである。 
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２  答申理由 

本答申のうち、次に掲げる施策について、参考となるデータを求める理

由は以下のとおりである。 

⑴ 基本的方向１ 子どもの姿 

 ① 施策１－２－１ 確かな学力を育成する取り組みの推進 

   当該施策の点検・評価に当たっては、全国学力・学習状況調査の結

果を踏まえる必要がある。 

したがって、これに係る、国や県、市の結果の記載を加えることが

適当である。 

 

② 施策１－４－２ 情報教育の推進 

  本市の情報教育をより一層推進するため、当該施策の評価に当たっ

ては、ハード面の整備状況を踏まえたうえで成果指標を捉える必要が

ある。 

  したがって、パソコンやプロジェクター等、ハード面の整備状況に

ついての記載を加えることが適当である。 

 

⑵ 点検及び評価の結果に関する報告書の記載への配慮  

教育委員会は、地教行法第２６条第１項の規定に基づき、毎年、教育

委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び

評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出する

とともに、公表することが義務付けられている。 

これは、市民への説明責任を果たし、教育の一層の推進を図ることを

目的としている。  

したがって、公表することとなる点検・評価報告書の内容を市民に正

確に伝えるため、成果指標で捉えた課題への対応の表し方を工夫するよ

う留意されたい。  

 

  



4 

３  今後の施策の推進に関する提言 

 ⑴ 施策全体を通して 

   効果的かつ着実に施策の実現を図るためには、成果や課題を的確に捉

え、検証改善していくことが必要である。 

   このため、点検及び評価が、施策を支える事業の効果的な推進につな

がり、その展開が図れるよう、成果指標の捉え方を検討し、また、適切

な成果指標等を用いることにより、市川の教育のさらなる振興に努めて

いただきたい。 

 

⑵ 基本的方向３ 市川の教育の姿 

施策３－３－１ 子どもの安全・安心を確保する家庭・学校・地域の

取り組みの推進 

  子どもを巻き込んだ事件事故が後を絶たず、子どもの安全・安心の

確保は社会的関心の高いことであり、確実な取り組みが求められてい

る。このため、全校で取り組みを進められるよう、教育委員会におい

ては、学校への丁寧な指導・助言に努めていただきたい。 

  

 

以上 
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市川市教育振興審議会 

会 長  天笠  茂  

副会長  黒木 政継 

委 員  田中 孝一 

委 員  渡邊 智子 

委 員  広瀬 由紀 

委 員  池谷 佳子 

委 員  晒科 里美 

委 員  松本 浩和 

委 員  角谷 好枝 

委 員  冨家  薫  



●基本的方向１ 子どもの姿● 

-20- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．施策の現状・課題 

 

 

 

 

２．対応 

 

 

 

 

 

※参考 平成２９年度全国学力・学習状況調査の結果 

 

   小学校６年生 平均正答率（％）       中学校３年生 平均正答率（％） 

   

※平均正答率は、文部科学省の発表に基づき、全国は小数第１位まで、千葉県及び市川市は 

 小数点以下を四捨五入した結果を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市川市 千葉県 全国 

国語Ａ ７６ ７５ ７４．８ 

国語Ｂ ６０ ５７ ５７．５ 

算数Ａ ７９ ７７ ７８．６ 

算数Ｂ ４９ ４６ ４５．９ 

 市川市 千葉県 全国 

国語Ａ ７７ ７６ ７７．４ 

国語Ｂ ７３ ７２ ７２．２ 

算数Ａ ６４ ６３ ６４．６ 

算数Ｂ ４８ ４７ ４８．１ 

【事務局案】施策の実現が図られてきている。 

 

【事務局案】現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 

 

答申案に基づく修正 

施策１－２－１ 



●基本的方向１ 子どもの姿● 

-33- 

１．施策の現状・課題 

 

 

 

 

２．対応 

 

 

 

 

 

※参考 教育ＩＣＴ機器の整備状況 

＜平成 24 年度導入＞ 

・教職員用 PC  2132 台（教職員 1 人 1 台） 

・児童生徒用 PC コンピュータ教室 2255 台（各小・中・義務教育学校 41 台） 

 図書館調べ学習用  275 台（各小・中・義務教育学校  5 台） 

・書画カメラ・プロジェクタ  全校で 251 台（学校規模に応じて 1～6 台） 

 

 

《参考》 

主要事業（当該施策の重点事業除く） 事業概要 

小学校コンピューター教育振興事業 

中学校コンピューター教育振興事業 

インターネットの利用など、さまざまな学習場面でＩＣＴ機器の

利用が図られるよう、啓発に努める。 

学校情報化研究事業 

（情報教育および情報モラル教育

に関わる研修） 

教職員を対象に、ＩＣＴ機器の操作活用能力を高め、児童生徒が

情報や情報手段を適切に活用できるようにするとともに、情報モ

ラル教育を推進する研修会を実施する。 

【事務局案】施策の実現がおおむね図られてきている。 

 

【事務局案】現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 

      効果的なＩＣＴ機器の活用とともに情報モラルの周知に努める。 

答申案に基づく修正 

施策１－４－２ 



●基本的方向２ 家庭・学校・地域の姿● 
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１．施策の現状・課題 

 

 

 

 

２．対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主要事業（当該施策の重点事業除く） 事業概要 

創意と活力のある学校づくり事業 

（幼小連携推進モデル園・校設置

及び研究の推進） 

幼稚園などが小学校との連携推進を図るためのモデル的試行と

して、「幼小連携推進モデル園・校」による実践研究を進める。 

創意と活力のある学校づくり事業 

（中学校区幼小中特別支援学校の

連携推進） 

中学校区にある幼小中特別支援学校の交流を進め、授業づくりな

どの情報を共有し、指導の改善や連携を図るとともに、分野別の

センター化を進める。 

交流人事の推進 教職員の資質向上と指導の連続性を図る上で、可能な限り計画的

かつ積極的に小中特別支援学校の人事交流を進める。 

幼稚園教諭と保育士との交流 公私立幼稚園と保育園などの垣根を越え、幼保相互の保育参観を

実施し、相互理解や指導内容の共通認識を深めるとともに、幼児

教育や保育の質の向上を目指す。 

【事務局案】施策の実現が図られてきている。 

 

【事務局案】現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 

      アプローチカリキュラム・スタートカリキュラム※を契機に、相互の教育課

程に幼児・児童の交流等を位置付けて毎年同じように実施できるように支援す

る。 

※アプローチカリキュラム…就学前の幼児が円滑に小学校の生活や学習へ適応できるようにすると

ともに、幼児期の学びが小学校の生活や学習で生かされてつながるように工

夫された５歳児のカリキュラム。 

 スタートカリキュラム…幼児期の育ちや学びを踏まえて、小学校の授業を中心とした学習へうま

くつなげるため、小学校入学後に実施される合科的・関連的カリキュラム。 

答申案に基づく修正 

施策２－２－２ 



●基本的方向２ 家庭・学校・地域の姿● 
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１．施策の現状・課題 

 

 

 

 

 

２．対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》 

 

 

 

 

主要事業（当該施策の重点事業除く） 事業概要 

青少年指導者事業 小学生、中学生、高校生及び大人向けの青少年指導者育成講習会

を開催し、青少年指導者を育成することで、地域の青少年育成活

動の活性化を図る。 

コミュニティクラブ事業 地域性を活かしながら「遊び」を通して、子どもたちが主体的に

関わる様々な体験活動や豊かな対人関係を築いていくために、異

年齢交流・世代間交流が図られる事業を実施している。 

青少年育成事業補助金 市川市子ども会育成会連絡協議会や市川市青少年相談員連絡協

議会に財源の支援をすることでその活動を支える。 

学校施設開放事業 地域住民や子どもたちの活動の場として、プールや校庭、教室な

どを開放し、地域の生涯学習活動や子どもの健全育成活動、異世

代間交流などを推進する。 

【事務局案】施策の実現がおおむね図られてきている。 

      成果指標の変更を行ったため、単純に比較ができないが、地域とのさらなる

連携・協働に向けた取り組みは着実に進められている。 

【事務局案】現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 

      引き続き、各種活動の参加者の成長や満足につながるよう、支援の充実に努

める。 

また、コミュニティサポート事業をコミュニティ・スクールへ発展させてい

くため、コミュニティ・スクール全校配置へ向けて、学校を核とした地域の連

携ネットワークの体制づくりに取り組んでいく。 

答申案に基づく修正 

施策２－３－１ 



●基本的方向３ 市川の教育の姿● 
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１．施策の現状・課題 

 

 

 

 

２．対応 

 

 

 

 

 

《参考》 

  

主要事業（当該施策の重点事業除く） 事業概要 

特別支援教育推進事業 

（スマイルプラン） 

義務教育段階の「個別の教育支援計画」について、市内共通の様

式を整え「市川スマイルプラン」として、活用を図っていく。 

特別支援学級の設置 特別支援学級の新規設置を進め、特別支援教育全体の充実を図

る。 

特別支援学級補助教員雇上事業 特別支援学級及び通常学級に在籍する特別な支援を必要とする

児童生徒に対応するため、補助教員を配置する。 

特別支援教育推進事業 

（巡回指導職員派遣） 

発達障害に関する専門的な知識を有する巡回指導職員が、特に配

慮を要する児童生徒への支援のあり方などについて、教職員へ指

導・助言を行う。 

教員研修事業 

（特別支援学級等担当者・特別支

援コーディネーターの支援） 

特別支援学級などの担当者、各学校の特別支援教育コーディネー

ターの専門性を高めるために研修会を実施する。 

 

ひまわり学級 

（特別支援学級の充実） 

特別な支援を必要とする子どもたちが、通常学級の子どもたちと

のふれあいの中で、基本的な生活習慣を身につけ、自立できるよ

うに目指す。 

幼児教育相談事業 公私立幼稚園の特別支援教育の充実を図るため、幼児教育相談員

（特別支援教育の有識者）が、各園を訪問し、特別に支援を必要

とする園児への対応に助言・指導及び保護者からの相談業務を実

施する。 

【事務局案】施策の実現が図られてきている。 

 

答申案に基づく修正 

施策３－２－１ 

【事務局案】現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 

      学校訪問や様々な研修会を通して、市川スマイルプランの活用について、教

職員へのさらなる周知と啓発を行う。 
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